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１．手引き（頭首工「ゲート設備」編）の位置付け

○「農業水利施設の機能保全の手引き」の工種別編である頭首工編は、複合施設としての観点及び複合施設の
うち、コンクリート施設の観点で手引きを検討

○ゲート設備などの施設機械設備は、コンクリート施設と異なり、装置、機器類等の集合体であり、その寿命も短
く性能管理の考え方も異なるため、コンクリート施設とは分離して、手引きを検討

用水システム

水利システムにおける頭首工「ゲート設備」の位置付け

く性能管理の考え方も異なるため、 ンクリ ト施設とは分離して、手引きを検討

〔施設の区分の基本単位 〕

手引き（頭首工「ゲート設備」編）の位置づけ
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3２．頭首工「ゲート設備」の機能保全に関する基本的考え方（１）

ゲート設備の特性を踏まえた取組（基本事項）

○ゲート設備などの施設機械設備はコンクリート施設と異なり、多数の機器・部品から構成された集合体であり、
これを動作させることにより、その機能を発揮するものである。このため、日常管理におけるメンテナンスが非常
に重要であり、適正な点検・整備がされれば、長寿命化を図ることが可能である。このため、施設造成者は施設に重要であり、適正な点検 整備がされれば、長寿命化を図ることが可能である。このため、施設造成者は施設
管理者との連携を図り、状況に応じて適切な助言を行うことが必要である。

○施設造成者は施設管理者との連携

継続使用

対策工事

施設管理者情報の蓄積（※１）

・診断結果を基に、機能保全計
画（点検・整備計画含む）を立案
し、管理者に対し指導・助言

通常の維持管理のサイクル

運転・日常管理

点 検

（日常／定期）

情報の蓄積（※１）

整 備
日常管理日常管理

※１ 情報の蓄積

○事前調査による施設管理者の維持管理実態調査

○現地踏査や概略診断、詳細診断による現地調査

（日常／定期）

機能診断調査

機能診断評価

助言・指導 施設造成者

・

ＤＢ等 の情

機能診断調査

対策工事 対策情報 診断情報

点
検
・
整
備

情
報

・

ＤＢ等 の情

機能診断調査

対策工事 対策情報 診断情報

点
検
・
整
備

情
報

○健全度評価

○余寿命予測、劣化要因の推定、劣化進行の予測などの検討

機能診断評価

機能保全計画

※点検整備計画含む

○長期・短期シナリオや保全コストの検討

○劣化対策等の検討

情報の蓄積（※１）

ＤＢ等への情
報の蓄積※対策規模によっ

て施設造成者以外
が対策を行う場合
がある。

機能診断評価

対策 事 対策情報

支
援

ＤＢ等への情
報の蓄積※対策規模によっ

て施設造成者以外
が対策を行う場合
がある。

機能診断評価

対策 事 対策情報

支
援

更新・劣化対策
※点検整備計画含む

○点検・整備計画を含む機能保全計画の作成
機能保全計画機能保全計画



２．頭首工「ゲート設備」の機能保全に関する基本的考え方（２）

ゲート設備の特性を踏まえた取組（合理的・経済的な機能保全）

○ゲート設備は、扉体・戸当り・開閉装置を構成する機器・部品等の集合体であり、水中・大気中・屋
内といった設置環境や経過年数、使用頻度により特徴的な変状・劣化を示すので、それらに着目し適切
な機能保全の検討を行うことが 合理的な機能保全を行う上で必要であるな機能保全の検討を行うことが、合理的な機能保全を行う上で必要である。

○合理的・経済的機能保全の検討要素

①設備・部位等の重要度や劣化が設備に及ぼす影響度 ②最大応力発生箇所 水中 大気中 乾湿部 水質などの使用環境①設備・部位等の重要度や劣化が設備に及ぼす影響度

設備・部位の重要度をＡ～Ｃに区分

（設備の例：Ａ：取水堰・取水口ゲート、Ｂ：魚道ゲート、Ｃ沈砂池ゲート）

（部位の例Ａ：桁材 Ｂスキンプレート Ｃ水密ゴム）

②最大応力発生箇所、水中、大気中、乾湿部、水質などの使用環境

劣化要因を分析すると共に、最大応力の発生ヵ所や劣化の生じや
すいヵ所などに着目し、点検時のポイントを管理者に指導・助言

（部位の例Ａ：桁材、Ｂスキンプレ ト、Ｃ水密ゴム）

（劣化影響度の例Ａ：腐食、Ｂ：戸当りの摩耗、Ｃ：塗膜厚

重要度の低いＣ区分の設備は機能保全の対象外

重要度、劣化影響度の低いＣ区分の部位は、設備の健全度評価に用

最大応力発生箇所の例

重要度、劣化影響度の低いＣ区分の部位は、設備の健全度評価に用
いない

③耐用年数、使用時間、使用頻度（常用型、待機型）などの使用条件

使用条件に応じた点検・整備計画を立案

曲げモーメントによる曲げ応力 せん断力によるせん断応力

44



5（参考）頭首工「ゲート設備」の性能低下要因と現象

○劣化の要因と現象

１）機械的要因
①回転部、摺動部、接触部の摩耗

②機械的衝突、機械的負荷の繰り返しによる疲
労（き裂、破損）
③引張、曲げ、ねじれ応力によるひずみ等

２）化学・電気的要因
①水との接触による腐食
②異種金属間の接触による腐食

３）環境的要因

ローラとの摩耗によ
る戸当り損傷

繰り返し使用による
ワイヤーの素線切れ

３）環境的要因

①気象条件（温度変化（季節、昼夜等）、凍結等）
に起因する変形・破壊等
②日光（紫外線）、酸素（ｵｿﾞﾝ）による塗膜劣化
③塵埃、湿気等による電気系統の絶縁劣化
④流砂等による摩耗（扉体母材、塗膜）

⑤ゴミ等による塗膜損傷、扉体と戸当りとの間隙
へゴミ等がかみ込むことによる操作不良に起因
する扉体・戸当りの変形、水密ゴムの損傷

ローラ動作不良に
よる摩耗水との接触によるス

キンプレート（水面
側）腐食

４）その他要因

①ネズミ等によるケーブルの食害、蛇の機側操
作盤内侵入によるショート

②鳥害（開閉装置への鳥の巣の影響、鳥の糞に
よる腐食）

ゴミのかみ込みによ
る水密ゴムの損傷

よる腐食）



２．頭首工「ゲート設備」の機能保全に関する基本的考え方（３）

頭首工「ゲート設備」の性能管理

ゲート設備は、長年の使用により経年劣化して健全度が低下し、対策を講じなければやがて構造物の性能の限
界を迎え、使用不能となる。しかし、様々な機器・部品等の集合体であるゲート設備は点検・整備などにより適切な
時期に機器・部品等の補修や交換を行うことにより、供用期間の延伸が期待できる。

頭首 ゲ ト設備」の性能管理

機

機能保全は設備を構成する部材や機器類及び部品類の補修、交換が主となるため、機能診断により、計測結果
や、耐用年数等から余寿命を算出し、適切な時期に保全を行うことが必要である。

余寿命

性
能
レ
ベ
ル

要対策期間

延命期間

要対策期間

S-4

S-5

対策実施水準
新規設置時の性能の限界値

延命期間

性能管理の限界値（管理水準）

S-3

S 2

S 4
維持管理時の性能の限界値

設備等の要求性能の限界値

機能診断
S-1

S-2

性能管理の範囲補修等によ
る性能回復

66

時 間

図 健全度と余寿命



7

○ 機能診断調査は、①事前調査、②現地踏査、③現地調査（概略診断調査、詳細診断調査）の順に行う。

３．頭首工「ゲート設備」の機能保全の流れ（機能診断調査）

機能診断調 、①事前調 、②現 踏 、③現 調 （概略診断調 、詳細診断調 ） 順 行う。

○ 概略診断調査は、五感や簡易な計測による診断であり、概略診断調査のみでは健全度評価が出来ない場合は、
専門技術者が計測器等を用いた定量的調査等を行う詳細診断調査を実施する。

【機能診断調査】

事前調査事前調査
・設計・施工内容に関する完成図書等既存資料の収集整理
・事故歴・補修歴の収集、点検・整備記録等の整理
・地域特性に係る資料の収集整理
・使用年数 使用時間 災害等の被害などの実態調査

施設管理のための台帳整備

農業水利施設の新設

日常管理（機能監視）

現地踏査現地踏査

・使用年数、使用時間、災害等の被害などの実態調査
・地域社会情勢の変化などの把握

・現地調査に伴う、仮設等の必要性について現場条件把握

・不可視部分（例：ゲート水没部等）や、動作確認不可部分や時期（利
水期間 契約受電期間等）などの現場条件把握等

日常管理（機能監視）

①機能診断調査

現地調査現地調査

（概略診断調査）（概略診断調査）

水期間・契約受電期間等）などの現場条件把握等

・目視、触診、打音、聴音等を中心とした調査
・運転操作を伴う作動確認
・振動、変形等の計測

②機能診断評価

現地調査現地調査
詳細診断調査を行うケースの例

・計測を中心とした定量的評価
・測定結果に基づく機能評価
・診断結果による余寿命予測等

③機能保全対策の検討

④機能保全コストの算定

（詳細診断調査）（詳細診断調査）
詳細診断調査を行うケ スの例

ケース１）概略診断では、健全度評価が行えない場合

ケース２）設備信頼性が著しく低下している場合

設備の設置経過年数、使用時間、概略診断の結果（全体診断
項目に占めるS-3以下の数や不可視部分の数等）などを総合的

④機能保全 トの算定

⑤機能保全計画の策定

健全度評価健全度評価
項目に占めるS 3以下の数や不可視部分の数等）などを総合的
に判断し、実施

ケース３）著しい劣化がみられ、状態監視保全を必要とする場合
機能保全対策の実施



○ 機能診断調査による健全度評価は、設備の部位毎の性能指標による評価を中心として行う。なお、健全度Ｓ－４、
５を対策不要の性能レベルとする

３．頭首工「ゲート設備」の機能保全の流れ（機能診断評価）（１）

５を対策不要の性能レベルとする。

○ Ｓ－３以下は劣化対策を必要とし、Ｓ－２は至急対策が必要なレベルであり、致命傷となる部位において対策が
必要な場合や、Ｓ－３レベルの劣化が進行して、Ｓ－２となる場合などがある。

○ Ｓ－１レベルは至急劣化対策が必要であるが、設備等の信頼性が著しく低下しており、補修では経済的な対応が
困難な状態 あるいは 機器の陳腐化により重要部位等の代替品の入手が困難な状態としており 設備信頼性困難な状態、あるいは、機器の陳腐化により重要部位等の代替品の入手が困難な状態としており、設備信頼性、
構造安全性のみでなく経済性や修復性等も加味する必要がある。

【健全度評価の考え方】農業水利施設の新設

【機能診断評価】

健全度
ランク

部位・装置・設備の状態 現象の目安の例
対策の
目安

S-5 ・異常が認められない状態 新設時点とほぼ同様の状態 対策不要

軽微な変形や 摩耗が認めら 継続監視

施設管理のための台帳整備

日常管理（機能監視）

S-4
・軽微な劣化がみられるが、
機能上の支障は無い状態

軽微な変形や、摩耗が認めら
れるが基準値内であり、機能
上の支障は無い状態

継続監視

（予防保全）

S-3
・放置しておくと機能に支障
がでる状態で、劣化対策が必
要な状態

調査結果が基準値を超過する
など、劣化対策が必要な状態

劣化対策②機能診断評価

①機能診断調査

要な状態

S-2
・機能に支障がある状態

・著しい性能低下により、至
急劣化対策が必要な状態

・調査結果が基準値を著しく
超過するなど、至急劣化対策
が必要な状態

・ゲートの開閉に支障をきた
すような変形が見られる状態

至急
劣化対策

③機能保全対策の検討

すような変形が見られる状態

S-1

・設備等の信頼性が著しく低
下しており、補修では経済的
な対応が困難な状態
・近い将来に設備の機能が失
われるリスクが高い状態

・調査の結果、部位等のＳ－
３、Ｓ－２評価が多く、補修
よりも更新（全体・部分）し
た方が経済的に有利な状態 更新

④機能保全コストの算定

⑤機能保全計画の策定

8

S 1 われるリスクが高い状態

・本来的機能及び社会的機能
における性能が総合的に著し
く低下している状態

・重要部位等が機器の陳腐化
により、代替品の入手が困難
であり、対策に緊急を要する
状態

(全体・部分)

機能保全対策の実施



9

○ 健全度評価は部位 装置 設備単位で評価する

３ ．頭首工「ゲート設備」の機能保全の流れ（機能診断評価）（２）

○ 健全度評価は部位、装置、設備単位で評価する。
○ 個々の部位・装置の健全度から設備全体に与える影響度等を考慮して、設備全体の総合的な健全度を評価する。
○ 健全度評価の結果は対策、更新の要否、対策の優先順位等に活用

● 部位・装置・設備の健全度評価イメージ

部位 装置 設備

桁材

健全度評価

S-x 健全度評価材

支承部 S-x
扉体 S-x

ゲート設備 S-x

健全度評価
側部戸当り

健全度評価

S-x

戸当り S-x

健全度評価

底部戸当り S-x

電動機

健全度評価

S-x 健全度評価電動機

軸受 S-x

S x

開閉装置 S-x

健全度評価



３ ．頭首工「ゲート設備」の機能保全の流れ（機能診断評価）（３）

○ 装置の健全度は部位の重要度、診断項目の影響度を考慮し、評価する。

○ 設備や装置の健全度評価は装置や部位毎の評価のに係る劣化内、健全度の一番低いものを設備や装置の
健全度の目安とし、Ｓ－２、Ｓ－３の総数やエンジニアリングジャッジなども含めて判断すればよいが、最終的に
は経済性や修復性等、その他の要求性能も考慮し、総合的に判断する。また、装置・部位にかかわらず、陳腐経済性 修復性等、そ 他 要 性能 考 、総 断す 。 、装置 部 わ ず、陳腐
化による部品等の入手困難性があり、かつ至急劣化対策が必要な重要部位の場合などはＳ－１評価も視野に
入れる。

機器 部位 診断項目 健全度評価 健全度評価 健全度評価

● 部位・装置・設備の健全度評価方法の例

機器 部位 部位の重
要度

診断項目 劣化の
影響度

健全度評価

（部位）

健全度評価

（装置）

健全度評価

（設備）

スキンプレー
ト

Ｂ 板厚測定 Ａ Ｓ－３

経済性や修復性等経済性や修復性等
扉体

Ｓ－３

桁材 Ａ 板厚測定 Ａ Ｓ－３

水密ゴム Ｃ 硬度測定 Ｃ Ｓ－２

経済性や修復性等経済性や修復性等
も加味して客観的・も加味して客観的・
総合的に評価する総合的に評価する
必要必要

Ｓ－２
戸当り 戸当り Ａ 変形 Ａ Ｓ－２ Ｓ－２

シーブ Ａ 作動状況 Ａ Ｓ－３

開閉装置 Ｓ－３
電動機 Ａ ○○ Ｃ Ｓ－３

開度計 Ｃ ○○ Ｃ Ｓ－２

1010
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11

○ 設備や装置のＳ－1評価は、本来的機能及び社会的機能に具備する性能の総合評価により、判定する。
○ 設備に求める要求性能は地区毎により 異なるため 地区の実情を把握し要求性能レベルを設定

３ ．頭首工「ゲート設備」の機能保全の流れ（機能診断評価）（４）

○ 設備に求める要求性能は地区毎により、異なるため、地区の実情を把握し要求性能レベルを設定
○ Ｓ－1評価の検討要素は本来的機能は機能診断、社会的機能は事前調査等により把握し、長期シナリオへ反映

Ｓ－１評価の要求性能レベルＳ ５

● Ｓ－１評価（更新の要否）に用いる要求性能レベルの設定イメージ

Ｓ－１評価の要求性能レベル

※機能診断結果（本来的機
能）が、Ｓ－2、Ｓ－3であっても、
要求性能の総合評価（社会的

維持管理時の性能の限界値

新規設置時の性能の限界値

Ｓ－４

Ｓ－５

Ｓ－３
性能管理の限界値

性能管理範囲

要求性能の総合評価（社会的
機能も考慮）により、S－1とな
る場合もある。

■Ｓ－１評価（更新の要否）の主な検討要素の例

設備等の要求性能の限界値

Ｓ－１

Ｓ－２

水利性

本来的機能

経済性 環境性

社会的機能

設備の健全度、耐用
年数、使用時間設備信頼性 維持管理費の経年

増加、土木施設更
新時期 財政状況

環境性

老朽化に伴う周辺
環境との景観等環

構造安全性
新時期、財政状況

維持管理性

境適合性

機器等の陳
腐耐久性 修復性 管理者の後継者問題、人員

数等管理体制の実態

腐化による
入手困難性

※上図は各性能の下支えの関係を階層で現している



（参考）部位毎の健全度評価手法（基本的な考え方）（１）

○部位 健全度は 評価を行 は新品 様 は多少 劣化は られるが機能診断○部位の健全度はＳ－５～Ｓ－２で評価を行い、Ｓ－５は新品同様、Ｓ－４は多少の劣化はみられるが機能診断
結果問題なしを目安とする。なお重要な部品の陳腐化などの入手困難性が考える場合はＳ－１評価を用いる。
○判定基準値を超えたものは、Ｓ－３もしくは、Ｓ－２の判定とする。

○予防保全の考え方として、Ｓ－３と判定された場合はそのまま放置せず、必要な劣化対策を行うことが前提であ
るため 施設管理者 適切な指導 助言が必要となる ただし 重要な部位や診断項目 は 維持させるるため、施設管理者への適切な指導・助言が必要となる。ただし、重要な部位や診断項目ではＳ－４で維持させる
ことが原則のため、Ｓ－３に移行する前に手当する必要がある。
○Ｓ－３及びＳ－２は対策の優先順位の目安とする

【解説】
○判定方法の考え方の例

例１）塗装自身の重要度はＣレベルであるが、塗装箇所が桁材などの重要部位であり、桁材に顕著な腐食の

進行が見られる場合には、Ｓ－２と評価し再塗装する。

例２）接地抵抗測定の場合は判定基準値を超えた場合、事故による人体への影響が懸念されるので、Ｓ－３と
いう評価は行わず、Ｓ－２と判定する。

例３）桁材の板厚については、許容応力度（Ｓ－４）を超えたものについては、耐力に余裕がある場合でも、法
令順守の観点からＳ－３評価は行わず Ｓ－２と判定する令順守の観点からＳ ３評価は行わず、Ｓ ２と判定する。

例４）水密ゴムなど劣化した場合でも、事後保全の対策でも問題ない場合はＳ－２の判定は行わず、Ｓ－３まで
の判定とする。

12



13（参考）部位毎の健全度評価手法（概略診断調査「塗装状態」の例）（２）

○ 部位の健全度評価手法について清掃状態を例に紹介○塗装状態（扉体等） 概略診断調査概略診断調査
○ 部位の健全度評価手法について清掃状態を例に紹介○塗装状態（扉体等）

劣化範囲が全体の
２０％以上の場合

判定基準例

概略診断評価 健

全

度

塗膜の劣化判定

劣化範囲 浮発錆状態 健全度
度の状態 錆

の
状
態

良好 無 S 5 異常なし

X ＜
無し（S‐5）

良好 無
し

S‐5  異常なし

20％未満 軽
微

S‐4  塗膜の防食性は維持されて
いる≦X＜

軽微（S‐4）

20％以上 多
い

S‐3  何らかの処置を施さなければ
ならない状態

≦X＜

多い（S‐3）

著
し
い

S‐2  早急に塗膜を塗り直さなけれ
ばならない状態

≦ X
著しい（S‐2）

発錆状
態が著し
い場合



（参考）部位毎の健全度評価手法（詳細診断調査「板厚測定」の例）（３）

○ 部位の健全度評価手法について清掃状態を例に紹介○板厚測定（スキンプレート・桁材等）
詳細診断調査詳細診断調査

○ 部位の健全度評価手法について清掃状態を例に紹介○板厚測定（スキンプレ ト 桁材等）

降伏点強度100%

降伏点強度50%

降伏点強度100%

SS--22

判定基準例

SS--44～～SS--55

※上図は、常時荷重を採用した場合の例

判定基準例

健全度 状 態 現象例

S‐5  異常が認められない状態 新品と同等の状態

S‐4  軽微な劣化がみられるが
、支障は無い状態

設計板厚以上（応力度が許容応力度未満等）

※基準値未満

S‐3  放置しておくと機能に支障 法令遵守の観点からＳ－３評価は行わない放置しておくと機能に支障
がでる状態

法令遵守の観点 ら 評価は行わな

S‐2  著しい性能低下により、至
急劣化対策が必要な状態

設計板厚未満（応力度が許容応力度以上等）

※基準値以上

14

※上表に示す設計板厚は、局部座屈をおこさない、かつ許容応力度を超えない最小の板厚をさす。



15４．頭首工「ゲート設備」の機能保全の流れ（機能保全対策の検討）

○性能低下予測は 設備を構成する装置・部位機器・部品等毎に対策が必要となる時期や方法を比較検討する○性能低下予測は、設備を構成する装置 部位機器 部品等毎に対策が必要となる時期や方法を比較検討する
とともに、設備全体としての対策実施の要否、その時期を明らかにすることを目的として実施する。劣化特性や劣
化予測の把握の可否を十分に踏まえて将来予測（余寿命予測）を行う。

○性能低下予測は、計測結果に基づく、定量的予測と、耐用年数等の定性的予測に分類される。

【機能保全対策の検討】
【性能低下予測】

①計測による定量的余寿命

劣 量

施設管理のための台帳整備

農業水利施設の新設

余寿命劣化量

測定値

許容値

日常管理（機能監視）

①機能診断調査

当初値

調査年 耐用年数 経過年設置年

注）許容値：設備の機能上 支障を及ぼさない程度の劣化量

②機能診断評価

板厚余寿命算出の例）

（平均計測板厚－必要板厚）

注）許容値：設備の機能上、支障を及ぼさない程度の劣化量

余寿命（年）＝

③機能保全対策の検討

板厚年間減少量

②参考耐用年数による定性的余寿命

余寿命（年）
④機能保全コストの算定

⑤機能保全計画の策定

機能保全対策の実施



４．頭首工「ゲート設備」の機能保全の流れ（機能保全コスト算定）

○ コンクリート施設との同期化等も考慮し、更新時期の目安を設定。
○ その更新時期に合わせ、各部位毎の劣化対策を組み合わせて、複数のシナリオを作成。

【機能保全 ト 算定】【機能保全コストの算定】

【機能保全コストの算定イメージ】

施設管理のための台帳整備

農業水利施設の新設
コスト算定対象期間（４０年）

評価期間Ｂ

機
能
診
評価期間Ａ

コスト

日常管理（機能監視）

①機能診断調査

評価期間Ｂ
診
断
実
施
時
点

評価期間Ａ

更
新

②機能診断評価 （新設）
年

25年後

③機能保全対策の検討

④機能保全コストの算定

機能診断時点

設備全体

25年後

（土木の更新）
更新時期設定

５年
延長

参考耐用年数

例）土木の更新が２５年後
でゲート設備の耐用年数が
２０年後の場合

④機能保全コストの算定

⑤機能保全計画の策定

部
位
Ａ 従来仕様で整備（2回）

更新 ５年延命で複数のケースを
検討し、最適なもので、保
全計画を策定

シナリオ１

シナリオ２

16

機能保全対策の実施 長寿命化仕様で整備(1回)【採用】

更新
※このケースではシナリオ
２を採用



17４．頭首工「ゲート設備」の機能保全の流れ（機能保全計画の策定）

○ 機能保全計画は、診断結果に基づく短期計画と、診断後４０年の長期スパンでみた長期計画を策定
する。
○ 設備の状態や、重要度、稼働形態を加味した合理的な点検・整備計画を立て、施設管理者に助言・指導

【機能保全計画の策定】 【シナリオ検討～機能保全計画の策定までのイメージ】
機能診断の実施
(供用25年目)

施設管理のための台帳整備

農業水利施設の新設

日常管理（機能監視）

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

経過年数

シナリオ１
ステップ(0～5）

機能保全対策(10年間）

(供用25年目)

シナリ
オ１

日常管理（機能監視）

①機能診断調査

シナリオ３
ステップ(0～5）

シナリオ２
ステップ(0～5）

機能保全対策(25年間）

シナリ
オ２

シナリ
オ３

②機能診断評価

テッ ( ）

当面必要となる劣化対策期間

将来的に必要となる劣化対策期間（４０年）

機能保全対策(45年間）

凡例

オ

【点検・整備計画作成のイメージ】

③機能保全対策の検討

④機能保全コストの算定

 

 

 

当面必要となる劣化対策期間 凡例
　　○　：　定期点検・分解整備
　　●　：　更新
　　★　：　当面必要となる劣化対策

シナリオ１　：　設置後35年後に更新するケース
シナリオ２　：　設置後50年後に更新するケース
シナリオ３　：　診断後70年後に更新するケース

⑤機能保全計画の策定

機能保全対策の実施


